
商工労働企業委員会会議記録

商工労働企業委員長 小嶋 秀行

１ 日 時

平成２６年９月１２日（金） 午後１時０３分から

午後２時３１分まで

２ 場 所

第６委員会室

３ 出席した委員の氏名

小嶋秀行、三浦正臣、古手川正治、嶋幸一、衞藤明和、玉田輝義

４ 欠席した委員の氏名

吉冨幸吉

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係の職・氏名

商工労働部長 西山英将、企業局長 森本倫弘 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第８５号議案のうち本委員会関係部分及び第８７号議案については、原案のとおり

可決すべきものと全会一致をもって決定した。

継続請願２１については、継続審議とすべきものと全会一致をもって決定した。

請願４４については、趣旨採択すべきものと全会一致をもって決定した。

（２）陳情４５について質疑を行った。

（３）一般財団法人大分県中小企業会館の経営状況を説明する書類の提出について及び大

分県長期総合計画の実施状況についてなど、執行部から報告を受けた。

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続をとることとした。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 副主幹 姫野剛

政策調査課調査広報班 主幹 田崎真佐恵



商工労働企業委員会次第

日時：平成２６年９月１２日（金）１３：００～

場所：第６委員会室

１ 開 会

２ 商工労働部関係 １３：００～１５：００

（１）付託案件の審査

第 ８５号議案 平成２６年度大分県一般会計補正予算（第２号）

（本委員会関係部分）

継続請願 ２１ 四国電力伊方原子力発電所再稼働に反対する意見書の提出につい

て

請 願 ４４ 軽油引取税の課税免除措置に関する意見書の提出について

（２）付託外案件の審査

陳 情 ４５ 軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正などを求める意

見書の提出について

（３）諸般の報告

＜法令に基づく報告＞

①報第 ２３号 一般財団法人大分県中小企業会館の経営状況を説明する書類の提

出について

②報第 ２４号 公益財団法人大分県産業創造機構の経営状況を説明する書類の提

出について

③報第 ２５号 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所の経営状況を説明

する書類の提出について

④報第 ２６号 公益財団法人日田玖珠地域産業振興センターの経営状況を説明す

る書類の提出について

⑤報第 ２７号 大分ブランドクリエイト株式会社の経営状況を説明する書類の

提出について

⑥報第 ２８号 株式会社大分国際貿易センターの経営状況を説明する書類の提出

について

⑦報第 ２９号 公益財団法人大分県総合雇用推進協会の経営状況を説明する書類

の提出について

⑧報第 ４０号 県有地の信託に係る事務の処理状況を説明する書類の提出につい

て

⑨報第 ４１号 大分県長期総合計画の実施状況について

（４）その他



３ 企業局関係 １５：００～１５：３０

（１）付託案件の審査

①第 ８７号議案 平成２６年度大分県電気事業会計補正予算（第１号）

（２）その他

４ 協議事項 １５：３０～１５：４０

（１）閉会中の継続調査について

（２）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

小嶋委員長 ただいまから、委員会を開きます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けました議案２件と請願１件及び前回継続審査

となりました請願１件であります。

ただいまから、商工労働部関係に入ります。

西山商工労働部長 商工労働部長の西山でございます。

商工労働企業委員会の皆様、日ごろより商工労働行政及び県の課題につきまして、ご指

導ご鞭撻ありがとうございます。

本日は付託案件の審査３項目、付託外案件の審査１項目、諸般のご報告９項目をさせて

いただきます。

少々多うございますが、どうぞ、きょうは１日よろしくお願いします。

小嶋委員長 それでは、付託案件の審査に入ります。

第８５号議案平成２６年度大分県一般会計補正予算第２号のうち、本委員会関係部分に

ついて、執行部の説明を求めます。

西山商工労働部長 それでは第８５号議案平成２６年度大分県一般会計補正予算第２号の

うち、商工労働部関係につきましてご説明します。

お手元の商工労働企業委員会資料の１ページをお開きください。

補正予算案の概要についてですが、表の右から２番目の補正予算額Ｂ欄の１番下にあり

ますように、６，５２９万３千円の増額補正でございます。これに既決予算を加えますと、

商工労働部の補正後の予算額は、１番右下の欄にありますように、５５３億９，１９７万

円となります。

今回の補正予算は、全額が国庫を財源としたものです。１つは、食品産業の成長促進の

ための支援で、もう１つは、国の番号制度に対応する基盤システムの設計を行うものです。

それぞれの取り組みについて、担当課長より説明いたします。

小野工業振興課長 議案第８５号補正予算案、商工労働部のうち、補正予算に関する説明

書の１３ページにございます中核食品加工企業育成事業費予算額５千万円についてご説明

いたします。説明につきましてはこちらの委員会資料でさせていただきます。

委員会資料の２ページをごらんください。

上段１の背景、事業目的の欄にありますとおり、食品産業は、事業所数、従業員数とも

に県内製造業に占める割合が高く、県内全域に存在していることから、地域経済や雇用に

大きく貢献しております。

そうした中、今回の補正事業は、食肉加工分野の中核企業を支援し、企業間連携の拠点

となる加工施設の充実を図るとともに、おおいた食品産業企業会との連携を促進し、６次

産業化のモデルを構築すること、この２つの取り組みで食品産業の底上げを目指すもので

ございます。

資料の中ほどの２事業内容の欄をごらんください。

左側の中核食品加工拠点設備導入支援事業が、今回の補正額の対象事業となります。こ
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の事業は、特に肉用牛のうち、精肉の用途が少ない部位を県内で加工することで付加価値

を高める取り組みを進めるため、国の地域経済循環創造事業交付金を活用しまして、地域

金融機関と連携して加工施設の設備導入を支援するものでございます。

事業主体は株式会社ゆふいん牧場、対象事業費は生ハム等加工工場に係る機械設備導入

経費として１億５，８４０万円、補助額は５千万円であり、補助財源は全て国の交付金と

なっております。

右側の中核食品加工企業６次産業化モデル支援事業は、加工拠点の建設を契機に、おお

いた食品産業企業会との連携を促進し、新商品開発や新サービスの提供などを検討するも

のです。

具体的には、８月に産業科学技術センター内に開設した食品オープンラボを活用した新

商品開発や、食品コーディネーターによる酒造メーカーやホテルとのマッチング、食の安

全性を確保し高付加価値化を図るための豚のトレーサビリティシステムの構築、生産者の

コスト削減や地域資源の活用を図るための食物残渣を利用した地元産飼料の開発等、この

ような取り組みを考えています。

目標指標としては、ゆふいん牧場の豊後牛肥育頭数を現在の３８０頭から、５年後をめ

どに８００頭までふやすこととしており、また、新商品として開発の検討をしております

牛の生ハムにつきましては、付加価値をつけることで精肉に比べ２．４倍の小売価格設定

が可能になると見込んでおります。

食品産業企業会との連携によりまして技術革新やアイデアを創出し、６次産業化モデル

を構築することで、本県の食品産業の振興と地域経済の活性化、雇用の創出を図ることと

しています。

以上でございます。

倉原情報政策課長 続きまして、補正予算に関する説明書の９ページでございますが、番

号制度対応基盤システム整備事業費１，５２９万３千円についてご説明いたします。

説明に当たりましては先ほどの委員会資料の３ページをごらんください。

この事業につきましては番号制度、いわゆるマイナンバーに対応するものでございます。

この制度に対応するためには資料２に記載しておりますように、関係する条例の整備や

改正、また国などと情報連携を行うための基盤システムの整備、個別業務システムの開発、

改修などが必要となっております。

これに対応するため、３にありますように、県としては総務部行政企画課が番号制度全

般を所管し、当課では、基盤となるシステムの整備や、各課の業務システム開発に係る指

導、助言などに取り組むこととしております。

委員会資料４ページをごらんください。

４番、全体スケジュールでございます。中段にございますように、番号制度全体としま

しては、政省令等の整備を経て、平成２７年１０月から個人番号の付番、また通知が開始

されるということになっています。情報システム関係としては、個人番号の利用が開始さ

れる平成２８年１月までに関係するシステムの整備を終え、連携テストを実施する必要が

ございます。

今回の補正予算では、国の補助制度やマイナンバー全体の情報システムの大枠が決まっ

たことを受けまして、５の事業内容にありますように、税総合などの業務システムごとに
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利用している個別番号を一元的に管理するための基盤システムである、団体内統合利用番

号連携サーバ、この設計を全額国庫支出金により行うものでございます。

番号制度に伴う、システムの簡単なイメージは６番のシステム概要に載せておりますが、

当課では今ご説明いたしましたこの団体内宛名統合利用番号連携サーバ、加えて左側にあ

ります中間サーバ、これが国や他機関との窓口になるシステムですが、この２つを基盤シ

ステムとして今後構築してまいります。

以上で、商工労働部関係の一般会計９月補正予算案の説明を終わります。ご審議をよろ

しくお願いいたします。

小嶋委員長 以上で、説明は終わりました。

これから質疑に入ります。ご意見、質問ありましたらどうぞ、どなたからでも。

玉田委員 小野課長、さっきのハムの関係で、付加価値が２．４倍ということで、要する

に和牛の基準額、大体どの辺の金額をつかまれているんですか。

小野工業振興課長 先ほど申しましたとおり、精肉の用途が少ない部位ということで和牛

のもも肉を考えておりまして、もも肉が今グラム当たり５８０円前後と。それが生ハム化

することによりまして１，３００円近くで今の市場価格からすれば売れるんではないかと

いうことで考えております。

玉田委員 １００グラム５８０円ね。はい、わかりました。

小嶋委員長 そのほか。

〔「なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 では、私から１点、マイナンバーのサーバーの設計がこれから入るんですよ

ね。この補正予算１，５００万円ですね。これは、発注はどういう形態で発注をするんで

すか。

倉原情報政策課長 この１，５００万円につきましては、そこの４ページの５にあります

ように、設計を行うんで、基本的には各ベンダーからプレゼンをしてもらおうというふう

に考えております。

以上です。

小嶋委員長 スケジュール的には、このスケジュールに従ってということですね。

そのほかはありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 ほかにご質疑等もないようですので、これより採決を行います。

第８５号議案のうち、本委員会関係部分については、原案どおり可決すべきものと決す

ることに、ご異議ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 ご異議がないので、第８５号議案のうち本委員会関係部分については、原案

どおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の審査に入ります。

継続請願２１四国電力伊方原子力発電所再稼働に反対する意見書の提出について、執行

部の説明を求めます。

小野工業振興課長 継続請願２１四国電力伊方原子力発電所再稼働に反対する意見書の提

出について、ご説明いたします。
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お手元の継続請願文書表の２ページをお開き願います。

福島第１原発の大変な事故を経験し、今なお問題を抱える我が国では、経済的、社会的

な必要性だけで原子力発電所を稼働させることは決して許されるものではないと考えてい

ます。国及び電力会社におきまして、徹底的に安全性を検証し、安全対策を強化すること

が大切と考えています。

現在国では、原子力規制委員会が、専門的かつ最新の知見に基づいた新たな規制基準を

策定し、これを上回る安全対策がとられているかを確認しています。

審査が始まって１年２カ月が経過しておりますが、中立公正な立場から厳格かつ丁寧な

審査が行われているものと認識しております。

以上でございます。

小嶋委員長 ただいま説明いただきましたが、質疑はありませんか。

嶋委員 ６月議会からこの請願の議論がありましたけども、６月以来特に進展がないんで、

しっかり見守っていくということでいいと思います。

したがって、不採択でもいいんですが、皆さんの意見もあるでしょうから、継続という

ことでいいんじゃないでしょうか。

小嶋委員長 ほかにご意見ありますか。

〔「なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 では継続というご意見もありましたので、継続審査についてお諮りします。

本請願を継続審査とすることにご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 異議がないので、本請願は継続審査とすることに決定をいたしました。

以上で、継続請願２１の審査を終わります。

次に、請願４４軽油引取税の課税免除措置に関する意見書の提出について、執行部の説

明を求めます。

小野工業振興課長 請願４４軽油引取税の課税免除措置に関する請願書の提出について、

ご説明いたします。

お手元の請願文書表の２ページをお開き願います。

軽油には、軽油引取税として１リットルにつき、３２．１円の地方税が課税されており

ます。本税は、平成２０年度まで道路整備に使用される目的税であったため、道路使用に

直接関連しないものについて課税免除が認められており、砕石場内の岩石の掘採、積み込

みまたは運搬のための機械に使用する軽油も免税対象の１つとなっておりました。

平成２１年度の税制改正によりまして、本税が目的税から普通税となりましたが、砕石

場内については、社会インフラの整備に不可欠な建設資材の安定供給と事業者の経営の安

定を理由に、特例措置として平成２４年３月３１日まで３年間課税が免除され、その後、

さらに３年間の延長が行われ、現在、平成２７年３月３１日までの免除措置となっており

ます。

商工労働部としましては、県内事業者の要望を受けまして、経済産業省等に免除措置の

延長要望を行い、国におきましては既に経済産業省から総務省に対して要望が行われてい

るところでございます。

なお、本県における砕石業者を含む免税対象の鉱物採掘事業者は、平成２５年度で３２
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業者、免税金額は約４億５，１００万円となっております。

以上でございます。

小嶋委員長 ただいまの説明について質疑はありませんか。

嶋委員 この軽油引取税は、道路財源から一般財源になったということで、それに基づい

て地方税法が改正をされて、減免措置というのがなくなるというところを激変緩和措置と

いうことで継続をしているわけですよね。前段の３年はいいんですけど、後段の３年延長

した根拠というのは何ですか。

小野工業振興課長 ２１年度の税制改正のときに、先ほど申し上げましたとおり、社会イ

ンフラの整備に不可欠な建設資材の安定供給、そして、事業者の経営の安定、これを理由

に特例として免除が継続したわけでございますが、２４年度のときも同様の理由が継続し

ているということで、同じ理由で継続されております。

嶋委員 消費税も増税してですね、引き続き僕は免税措置を行うべきだと思っております

ので、皆さん方の意見もぜひお聞かせをいただきたいと思います。一般財源になったとは

いえ、免税措置が県経済に果たしてきた貢献度というのは私は高いと思うので、消費増税

もあり来年もまた上がるという中で、これは引き続きやっていくべきだと思いますね。

玉田委員 さっき３２社という数字が出ましたけど、これは砕石関係の業者のみの数字で

すか。

小野工業振興課長 そうでございます。

古手川委員 私もですね、基本的には地域の中小の中でこの免税の金額は非常に大きいと

思いますので、引き続きやっていただきたいんですが、今、軽油もガソリンも非常に高騰

しまして、今までにないような状況の中で、それに関する税制のあり方というのを抜本的

に検討していただかなければいけない状態になっていると思っています。そしてまた、国

のほうでもそういう油に関する税金のあり方というのを検討を始めたというふうに聞いて

おりますので、そうした中で、２７年３月までという期間がありますから、もう少し国の

動き、税制の動きを見る中で、今回は趣旨採択という形で、そして、１２月に向かって再

検討して、もう少し大きな形でこういう油をたくさん使う業界のことも見ながら、その中

にまたこの砕石の業者が入ってくると思いますので、そういう面で少し状況を見るという

ことで、今回、趣旨採択という形でいかがかなというふうに思いますが。

小嶋委員長 ただいま趣旨採択をしたらというご意見が出ましたが。

玉田委員 基本的に賛成で、つい先般も特別委員会のほうでフェリー業者さんと意見交換

しました。かなり石油の値上がりというか、これが経営にかなり大きな影響を与えている

という話もありますし、それから農家も非常に困っているというふうな状況もありますの

で、そういう意味では、この１つの業種ということではなくて、今、古手川委員が言った

ような形で少し検討を進めてはどうかというふうに思います。

小嶋委員長 いいですか、ほかの方は。

今、皆さんからいただいた意見をそしゃくしますと、もう少し内容をさらに充実して、

願意を充実して、改めて取り組んだらどうかということのようであります。２７年３月で

この措置が切れるということで、当然国に求めていくことはしっかりと根拠立ててやった

ほうがいいということでありましょうから、意見で出されております趣旨採択についてお

諮りをしたいというふうに思いますが、いかがですかね。本請願につきましては、趣旨採
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択として採択をすることにご異議はないでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 それでは趣旨採択にご異議がないので、本請願はそのように採択させていた

だきます。ありがとうございました。

以上で、請願４４の審査を終わります。

次に、付託外案件の審査に入ります。

陳情４５軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正などを求める意見書の提出に

ついて、執行部の説明を求めます。

岡田労政福祉課長 陳情４５軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正などを求め

る陳情について、執行部の見解をご説明いたします。

お手元の陳情書２ページをごらん願います。

業務災害や通勤災害により軽度外傷性脳損傷となった方の中には、高次脳機能障害を生

じて就労できない方もいます。しかし労働基準監督署におきましては、ＭＲＩなどの画像

検査で他覚的に異常を確認できない場合、後遺障害等級は最も軽い１４級にしか認定され

ない扱いになっていました。

しかし、厚生労働省で症例研究を行った結果、軽度外傷性脳損傷であっても高次脳機能

障害を残す可能性を認めており、昨年６月以降、このような事案については、本省で個別

に判断することとしたところです。

業務災害や通勤災害による疾病や負傷、その後遺障がいについては、発生機序の解明や

合理的な診断方法等の導入等が進み、正しい理解と適切な補償が行われるべきであると認

識しております。

以上でございます。

小嶋委員長 ただいまの説明について、質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 ないようですので、これで陳情について終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。

神商工労働企画課長 商工労働部が所管します公社等外郭団体の経営状況等についてご報

告を申し上げます。

委員会資料の５ページをごらんください。

当部で所管する団体のうち、大分県公社等外郭団体に関する指導指針に基づき報告する

団体は１２団体です。

このうち、地方自治法に基づき、議会に経営状況等を報告するべき出資比率が２５％以

上の団体は、上段１、指定団体の表に記載している７団体となっております。

議案書には１８４ページから２６１ページに記載。お手元に公社等外郭団体経営状況等

調査書がありますけども、こちらでは２５ページから３８ページ。きょうは、青い冊子の

県出資法人等の経営状況報告概要書、県有地の信託に係る事務の処理状況報告概要書、こ

ちらの資料で７団体について説明をさせていただきます。

それでは今お手元にあります概要書の１１ページをお開きください。

一般財団法人大分県中小企業会館についてでございます。

本会館は、県内の中小企業を支援する各種団体の連携を図るとともに、中小企業の便益
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向上を図ることを目的に昭和４８年に設立されました。

項目の２をごらんください。県出資金は、資本金総額２２５万円の４４．４％に当たる

１００万円となっています。

その下の３事業内容としては、会館の保守管理や会議室の貸し付け等を行っています。

その下の４、２５年度決算状況ですが、昨年７月に一般財団法人化した際、決算期を変

更したため上下２段に分けて掲載していますが、下段の一般財団法人の決算状況をごらん

ください。

右側の貸借対照表ですが、資産８，６９５万５千円、負債２０９万８千円で正味財産は

差し引き８，４８５万７千円となっています。資産の主な内訳は、建物等の基本財産ある

いは預金等となっておりまして、負債については、未払い金や預り金ということになって

います。

今後も引き続き、貸し会議室の稼働率向上に努めるなど、収益事業の改善、安定収入の

確保に努めてまいりたいと考えております。

以上です。

小野工業振興課長 同じく概要書の１２ページをごらんください。

公益財団法人大分県産業創造機構についてでございます。

項目の２をごらんください。県の出資金ですが、資本金総額１６億４，３１０万３千円

の５５．１％に当たる９億６００万円を出資しております。

その下の３、事業内容でございますが、当機構は中小企業の中核的支援機関として、総

合相談、取引の振興及び販路拡大、新事業の創出、人材育成、情報提供などの事業を行っ

ております。

次に、その下の４、２５年度決算状況でございますが、左側、正味財産増減計算書の下

にありますとおり、正味財産増減額は２，６０７万円の減となっています。これは、その

下の５、問題点及び懸案事項の３番目にありますとおり、特に大分ＶＣプラムファンドか

ら配当金を受けまして、その配当金を県に納付したことが主な理由になっております。こ

の県への納付を除きますと、２，３００万円程度の黒字という状況でございます。

最後に、当機構の今後についてですが、県内中小企業を取り巻く経営環境の変化や中小

企業のニーズに応じた支援を引き続き実施していくため、昨年６月に策定した中期経営計

画に基づいた事業展開を行ってまいります。

また、国の補助事業、委託事業等を積極的に取り入れ、事業費を確保してまいります。

県といたしましても、県内中小企業の経営革新や新たな産業の創造を促進するため、当

機構が適正かつ効率的に運営されるよう、引き続き指導監督をしていきたいと考えており

ます。

以上でございます。

倉原情報政策課長 続きまして１３ページをお開き願います。

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所についてであります。

この研究所は、国の公益認定を受けた財団法人であります。

項目２をごらんください。県は資本金総額４億２，９００万円の３５％に当たる１億５

千万円を出捐しています。

その下の３、事業内容ですが、ハイパーネットワーク社会、つまり高度情報化社会にお
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ける情報通信基盤や情報セキュリティに関する調査研究、またさまざまなセミナー等によ

る普及啓発事業などを行っております。先般委員会でご出席いただいたファブラボの運営

等もこの財団が行っているところでございます。

次に、その下の４、２５年度の決算状況ですが、新たな事業の確保や、経費節減といっ

た経営改善を徹底したことで、当期の正味財産増減額は１９４万２千円の増となっており

ます。

今後も安定した経営基盤構築のため、継続事業の受託に加え、競争的資金を獲得するこ

とで、新たな収入の増加や、事務経費のさらなる節減に努めていきたいということで、県

としても、定期的なモニタリングをさらに強化し、経営改善を指導していきたいと考えて

おります。

以上です。

武藤商業・サービス業振興課長 それでは概要書の１４ページをごらんください。

公益財団法人日田玖珠地域産業振興センターについてです。

項目の２をごらんください。県の出資金は、資本金総額５００万円の３２％に当たる１

６０万円となっています。

その下の３、事業内容ですが、日田玖珠地域の地場産業に対する支援や、センター及び

サッポロビール九州日田工場内の物産館における産品の販売、センター内会議室の貸し出

しなどを行っています。

次に、その下の４、２５年度決算状況です。収益は、地場産品販売手数料や貸し会場使

用料などで、７，１５２万１千円となっています。費用については、人件費のほか日田市

の委託事業及び補助事業に係る経費などで８，１４８万１千円となり、正味財産は、９９

６万円の減額となっています。

当センターは、近年、産品の販売売り上げが伸び悩んでいるところですが、今年、セン

ターの地場産品展示販売場の一部をショールームとしてリニューアルし、顧客層の拡大や

誘客に努め、産品の販売売り上げの増収を図ることとしています。

今後は、経営状況の改善に向けた対策といたしまして、マーケティング機能の強化及び

観光バス事業者等への営業活動のさらなる推進、また企業、団体への営業など会場使用料

の増収につながる取り組みを継続するとともに、人件費等経費削減に継続して取り組んで

いきます。県といたしましては、センター及び地域の関係機関と連携し支援を行ってまい

ります。

続きまして、概要書の１５ページをごらんください。

大分ブランドクリエイト株式会社についてです。

項目の２をごらんください。県出資金は資本金等の総額９，５００万円の５２．６％に

当たる５千万円を出資しています。

その下の３、事業内容ですが、大分県フラッグショップ坐来大分の運営を行っており、

大分県産食材を使ったレストランの経営や大分県特産品の販売などの事業を行っています。

次に、その下の４、２５年度決算状況です。売上高は１億７，２５２万２千円、売上原

価は６，１０５万６千円、販売費及び一般管理費は１億１，７８９万２千円、当期純損失

は５９２万２千円となっております。

売り上げ減少の主な要因は、利益率の高いディナーの売り上げが落ち込んだことによる
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ものです。銀座地区における飲食業界の状況は高価格店と低価格店で売り上げの回復が見

られたものの、中間クラスに位置する坐来は厳しい営業を強いられております。また、料

理長の交代に伴う客離れを防ぐため、よりよい食材を使用したことにより食材原価コント

ロールがうまくいかず売上原価が増加したことなどから、平成２２年度決算以来の赤字と

なっております。

本年８月に開店後９年目にして初めての店舗改装を行い、８月２１日にリニューアルオ

ープンしたところです。

今回のリニューアルを機に新規顧客の獲得に向けた取り組みを強化するとともに、食材

等の原価管理の徹底に努め、経営安定を図ってまいります。

また、世界農業遺産や来年に迎える県立美術館のオープン、ＪＲデスティネーションキ

ャンペーンなどを大分への誘客の絶好の好機と捉えまして、首都圏での情報発信基地とし

ての役割をさらに強化してまいります。

続きまして、右の１６ページをごらんください。

株式会社大分国際貿易センターについてです。

項目の２をごらんください。県出資金は資本金総額６億５，９００万円の２７．３％に

当たる１億８千万円となっています。

その下の３、事業内容ですが、大分港大在コンテナターミナルの管理運営業務や、大分

国際貿易センタービル、冷凍冷蔵倉庫など不動産の賃貸業、関係機関と連携したポートセ

ールスを行っております。

次に、その下の４、２５年度決算状況です。売上高は１億５，９４６万９千円、売上原

価は１億１，５９９万５千円、販売費及び一般管理費は１，６７５万円、当期純利益は２，

１３９万３千円となっております。

懸案事項といたしましては、設立当初から平成１２年度決算までに減価償却費等により、

１億９千万円余りの繰越欠損金が生じておりましたけれども、経営改善に取り組んだ結果、

平成１３年度から連続１３年黒字計上し、平成２３年度で解消しております。

これにより、平成２４年度から冷凍冷蔵倉庫及び食品流通加工センターの賃貸料の引き

下げを実施いたしまして、利用者の利便性の向上を図ったところです。今後は、冷凍冷蔵

倉庫等の計画的な施設改修を行い、継続的な賃貸を可能にしていくとともに、コンテナク

レーンなどの港湾施設使用料の減免や、条件不利地域等に対する助成制度などを活用し、

県と共同してポートセールスに努めながら、組織と財務の一層の効率的運営を行ってまい

ります。

藤原雇用・人材育成課長 公益財団法人大分県総合雇用推進協会についてです。

概要書の１７ページをお開きください。

項目の２をごらんください。県出資金は指定正味財産総額１２億６，２３２万２千円の

７５．３％に当たる９億５，０４５万円となっています。

その下の３事業内容ですが、当協会は、若年者を対象に就職支援情報の提供や就職相談

及び企業説明会の実施、また６５才までの継続雇用の推進のための情報提供や相談及び障

がい者の就職説明会の開催などの事業を行っています。

次に、その下の４、２５年度決算状況です。収益は、国の委託事業収入、基金の運用益

に加え賛助会員からの負担金収入であり、６，２５７万３千円となりました。費用は先ほ
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どの各種事業に加え、法人の事務費に係る費用で６，３５７万６千円となり、当期経常増

減額は１００万３千円の減となっています。

また、人材定住基金の時価評価を行った結果、当期指定正味財産増減額が７０３万６千

円の増となり、あわせて当期正味財産増減額は６０３万３千円の増となっております。

当協会の課題は、人口減少社会や高齢化社会への対応のため、ＵＪＩターンや高齢者の

就労対策など新たな課題に対する取り組みを一層進めていくためにも、今後、協会の基金

を原資とした事業と県の事業について、財源を含め総合的に検討する必要があり、現在協

議を進めております。

以上で、当部が所管する外郭団体の経営状況等の報告を終わります。

神商工労働企画課長 県有地の信託に係る事務の処理状況についてご説明いたします。

議案書は３７４ページにございます。それから県出資法人等の経営状況報告概要書、県

有地の信託に係る事務の処理状況報告概要書につきましては５５ページにございますけど

も、きょうは委員会資料の６ページの資料で説明させていただきます。

まず１の信託の概要ですが、大分市東春日町のソフトパーク内にあります県有地を三井

住友信託銀行に信託しております。同行がオフィスビル２棟を建設、運営をし、入居者か

らの賃料収入により建設借入金の返済など必要経費を支出した後で、十分な繰越金、剰余

金が発生した場合に、県への配当がなされるという仕組みになっています。また、契約期

間終了後に最終的に土地建物が県に返還されます。なお、１５年度までに約２億４千万円

の配当実績がございます。ただ１６年度以降は十分な繰越金が発生していないということ

で、配当実績はございません。

次に２、２５年度事業実績についてでありますが、賃貸状況についてはそこにあります

ように、大分ソフィアプラザビル、第１ビルの入居率が７１．３８％、大分第２ソフィア

プラザビルの入居率は８１．３８％となっております。

（３）損益計算書についてですが、当期の利益金は、表一番右の主たる科目及び金額欄

にありますように、１億８，４２３万６，６１１円となっております。ただし、（４）利

益処分計算書に記載しておりますが、ここから建設費用の借入金あるいは敷金返済で１億

３，１６３万４，７４９円、それから、大規模修繕費で６，６５７万４，６２０円。こう

いった支出がございますので、これまでの留保額から３，６６０万１４８円を取り崩すと

いう状況になっております。

次に、３の貸借対照表ですが、資産の部は、土地それから建物などの固定資産と現金、

預金などの流動資産を合わせまして４５億８１４万９，９７０円となっております。これ

に対しまして右側の負債及び資本の部は、資本につきましては信託元本３１億７０万９４

９円、負債につきましては主なものとして借入金１０億７，１５１万１，４５１円となっ

ております。

４の平成２６年度事業計画についてですが、入居中の企業につきましては賃貸を継続す

るとともに、空室部分については新規テナントの募集に努めてまいります。

予想損益計算書につきましては、収入、支出ともに、総額３億３，５７９万３千円とな

っております。収入及び支出の主なものは、こちらの表に記載しているとおりでございま

す。

以上で、県有地の信託に係る事務の処理状況を説明する書類の提出についての説明を終
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わります。

以上でございます。

小嶋委員長 ただいま、執行部から公社等についての経営状況及び、県有地の信託に係る

事務の処理状況の報告がありましたが、質疑等はございませんか。

古手川委員 細かいところで恐縮なんですけど、大分ブランドクリエイトの貸借の流動資

産というのはどういうもの。５，６００万円、流動資産もどういうものという聞き方もお

かしいんですけれども、赤字の中でこれだけのすぐ動かせる資産があるのかなという疑問

で。流動資産の内訳といいますか。

武藤商業・サービス業振興課長 流動資産の内訳でございますが、一番多くを占めますの

が現金及び預金の３，３３０万１，６５３円でございます。あと、そのほかは売掛金の約

９６０万円、それと未収入金の約１千万円でございます。

古手川委員 坐来の中で飲食を提供して、それが売り上げということで、赤字の中でそれ

だけの現金があるわけですか。

武藤商業・サービス業振興課長 現金及び預金といいますのは、食材の仕入れであります

とか、そういうものを回していく金額も持たなければいけませんで、キャッシュフローと

いう形で、いろんな状況があってもそれに対応できるように現金をしっかり保持していく

という形になります。

古手川委員 営業収支が上がっていない中で、それだけの現金というのは、県等からの補

助金だとか、そういう形のものでキャッシュフローが生まれてくるという理解でいいんで

すか。そうではない。

武藤商業・サービス業振興課長 県等の出資金、もちろんそこは食い潰していないという

ところで、そこはしっかり確保して営業に使っていくということでございます。（「はい、

結構です」と言う者あり）

衞藤委員 坐来のことだけど、要らんこっちゃけど、問題点と懸案事項というのを書かれ

ておるんですけれども、基本的な問題が違うんじゃないかと思うんだけどな。大体レスト

ランの場合、お客さんは味がいいところに行くんよ。だから、うまくなくなったんじゃな

いかと風の便りで聞いとる。だから、その辺を、それはなぜ急に味が変わったのかという

のがわからんのだけど、そういったことも検討する、考える必要があるんじゃないかと思

うんだけど、どげんか。

武藤商業・サービス業振興課長 昨年、料理長が交代をいたしました。（「ああ、そんな

らそれじゃ」と言う者あり）というのは料理長が交代する前に、今の総料理長、そして料

理長、そして料理スタッフがおりますけれども、料理長が交代するまで、一遍にかわった

わけではございませんで、その間、３年、４年前から総料理長の梅原さんについて料理を

一緒につくってきております。中にはお客様の声の中に、味が少し変わったとか、料理の

盛りつけが変わったとか、そういうお声もたくさんといいますか、一部聞いております。

それは毎日のミーティング等で、それぞれ現場のスタッフでそこを確認しながら、その声

にしっかり対応といいますか、盛りつけ、味、そのものについてしっかりお客様の多くの

好みに合うような形で、料理スタッフ、今頑張っております。

衞藤委員 それをわかっておればいいですけど、我々でも普通の一般の人たちもそうじゃ

ないかな。うまいところに行くじゃろう。うまくないところ行かんわな。何ぼ安うても、
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うまくないところじゃ食わんの。多少高くてもおいしいところに行くという。やっぱり人

間はみんなそうやと思うから。その辺はやっぱり味のいいのをしっかり指導してください。

以上です。

武藤商業・サービス業振興課長 ありがとうございます。

玉田委員 坐来は、再三ここでお話ししていますように、確かにこれだけの当期の純利益

とか運営に目が行きがちですけれども、実はこれがあることで大分県の農業の何かの産品

が非常に売り上げが上がったとか、それとか例えば、杵築のミカンが大きく売れるとか、

そういうふうに地域とのつながりというのは非常に大事なところなので、要するにこれだ

けではなくて、やっぱり広く地域振興につながるようにいろんなことを展開していってほ

しいなと、要望ですけど、よろしくお願いします。

小嶋委員長 要望ということで、よろしく受けとめてください。

嶋委員 玉田委員が今おっしゃった、こういう資料では目に見えない成果というのがあっ

たら、ぜひ聞かせてください。

武藤商業・サービス業振興課長 坐来がオープンしまして今９年目を走っております。こ

れまでの成果といいますか、例えばでございますけれども、よく皆さんご案内の関あじ、

関さば、魚の関係でいきますと、かぼすブリとかかぼすヒラメ、そういうものを東京市場

に売り込んでいこうとしたときには、これまでのやり方で、まず、坐来でバイヤーとかレ

ストラン、ホテルの担当者、料理人に来ていただいて、まず坐来を使ってしっかり食べて

いただく、味をわかっていただく。その坐来から実際にそれぞれのホテルに採用していた

だくという流れが一つでございます。

また、坐来の物産関係につきましては、非常にスペースは少ないんでございますけれど

も、例えば、昨年は坐来で商談会とかをする中で、東京等にありますほかのショップ、こ

だわりの商品を扱うショップ等で新たに扱われたりしておりまして、今、私のほうで新規

でバイヤーにこちらに来ていただいた分で集計しておりますけれども、約２千万円の新た

な加工品等の流通を見ているところです。魚の関係と加工品を例にとりますと、そういう

ものが新たにあらわれてきております。

あとは、坐来のスタッフが語り部研修として現場に入りますけれども、そこでしっかり

東京市場、首都圏市場での産品の評価とかいうものにつきましても生産者にフィードバッ

クするようにしております。県の農業分野、漁業分野の職員と一緒に商品の改良等を必要

であれば行うという形をとっております。

嶋委員 こっちの厚いほうの資料に２６年度のディナー来客数の目標値が１万５０人とな

っていますが、これ見込みはどんなふうですか。

武藤商業・サービス業振興課長 現状のところ、昨年と同様の動きをしております。とい

うことは、そこの目標状況では、今現在はもっと頑張らなければその目標にはなかなか難

しいかなという状況でございます。

嶋委員 部長は東京に広く人脈があるんで、ぜひ部長も先頭に立って東京でのセールスを

していただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

西山商工労働部長 私の前職でのネットワークもございますけれども、一番大きいのは、

やはり立地企業の社長さんとか、こちらに県のほうに来られて現場を見られる、あるいは

知事にお会いになるとか、こういう機会がございます。そういう機会を捉えて、ぜひ東京
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で大分のことをセールしてほしいということも込めてですね、食べに行ってくださいと。

それも営業でたくさんで行ってくださいということを私だけじゃなくて部員一同みんなで

やっております。

やはり東京の方々はこちらに立地している以上、やはり大分に対する思い入れというの

は、こちらにもともといらっしゃった、特にかぼす大使の方だとか、皆さんそういうふう

なのがあります。改装するんですとか、新しいメニューができましたという声をかけます

と、ある程度の比率でやはり思い起こしたように行ってくださる方はいらっしゃいますの

で、我々もしっかり営業をしたいと思います。

三浦副委員長 １７ページ、大分県総合雇用推進協会の件で伺います。これは県内で加入

されている企業数が何社あるのかというのが１点と、活動指標を大きい厚いほうの資料で

見ると、２５年度の実績として、登録者数、人材定住システムの利用促進というところで、

登録者数の拡大と新規求職者の登録者人数ということで４０６と、達成率７６．６％とな

っているんですが、この登録された方４０６名のうちどれぐらいの方が実際就職できてい

るのかというところまで把握されているのかどうかというのを伺います。

藤原雇用・人材育成課長 まず、企業の数で言いますと１，１５６団体でございます。そ

れから、人材定住システムの実績の４０６名に対してどれぐらいの就職率かということに

関しては、済みません、ちょっと今手元に資料ございませんので、後ほどまた報告したい

と思います。

三浦副委員長 では、後ほど教えてください。この厚い資料のほうなんですけれども、留

意事項のところで、企業の方々の退会の歯どめがかかっていないとなっているんですが、

歯どめをかける上で何か方法等を考えていらっしゃるのか、伺います。

藤原雇用・人材育成課長 会員数の減少は年々（聴取不能）の問題もあって減少している

中でございますが、今、やはり若年者の就業支援であるとか、高齢者のこれからの生涯現

役社会の実現、そういった大きな課題がございますので、そういう趣旨を伝えながら、各

企業を回って勧誘に努めているというのが今の実態でございます。

三浦副委員長 今まさにおっしゃられたように、若年層、高齢者、障がい者の方々のしっ

かりとした雇用の確保というのが大事だと思いますので、ぜひこれからも支援をしてほし

いというふうに思いますし、先ほど言いましたけど、資料の提供を後ほどでも構いません

ので、よろしくお願いします。

小嶋委員長 私からも資料をちゃんと出していただくように、よろしくお願いいたします。

そのほかいいですか。

私から１つ、県有地の信託に係る事務の処理状況について入居率が示されておりますが、

これは７１．３８％と８１．３８％で、ほぼ残された期間でペイするといいますか、赤字

に逆になるとかいうことはないんでしょうか。

神商工労働企画課長 入居率はそれぞれのビルで書いておりますけど、全体的に見ると、

やはり少しずつ減ってきているという状況です。これは先ほど言いましたように、委託先

として三井住友信託銀行でありまして、ここは賃料を得て、それから借入金を払っている。

いろいろ協議をして、状況等は常に把握しておりますけれども、今の段階では、契約期間

もまだ平成４０年までということになっています。それまでにはきちんとそういった返済

はできるということで確認をしております。
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小嶋委員長 はい、わかりました。

そのほか、いいですか。

〔「はい」と言う者あり〕

小嶋委員長 ほかにないようですので、ここについては終わりたいと思います。

次に、大分県長期総合計画の実施状況についてに入ります。

西山商工労働部長 お手元の資料、大分県長期総合計画の実施状況についてをごらんくだ

さい。

これは、大分県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例に基づき、毎年、報告し

ているものであります。

大分県長期総合計画「安心・活力・発展プラン２００５」は、２０政策、５７施策から

構成されており、本報告についても５７施策ごとに実施状況の評価を行っています。

まず、１ページをお開きください。指標による評価や指標以外の観点からの評価、施策

に対する意見・提言による、総合評価の結果を記載しております。

取り組みの進捗状況については、ＡＢＣＤの４段階での評価としておりますが、全５７

施策のうち、取り組みの進捗が「順調に進んでいる」Ａ評価及び「概ね順調に進んでい

る」Ｂ評価は、５５施策、全体の９６．５％となっています。また、「やや遅れている」

Ｃ評価は２施策となっています。

次に２ページをお開きください。指標の達成状況についてですが、一番上の表にありま

すように、「達成」から「著しく不十分」までの４段階の区分としております。

１９２指標のうち、「達成」及び「概ね達成」は、表の上から３段目にありますように、

１５６指標、全体の８１．３％となっています。また、「達成不十分」は２６指標、「著

しく不十分」は１０指標となっております。

なお、参考資料として、１６５ページ以降に、政策、施策ごとの平成２５年度の目標値

に対する達成度及び平成２７年度の目標値に対する達成度を一目でわかるようレーダーチ

ャート方式で示していますので、後ほどごらんください。

お手数ですが、４ページにお戻りください。

商工労働部に関する施策は、政策欄の２、活力を創造する商工業等の振興の右にありま

す施策欄の（１）ものづくり産業の振興から、（７）景気・雇用対策と人材育成までの７

つと、次の５ページ、発展の政策欄の５情報通信基盤の整備とＩＴ化の推進の右にありま

す施策欄の（１）情報通信基盤の整備促進と（２）県民生活の情報化推進の２つです。

以上、９つの施策が商工労働部に関する施策であり、目標の達成に向けて取り組みを進

めているところです。それぞれの施策において設定している指標の中で、成果が上がって

いる指標、逆に、成果が上がっていない指標について、主なものをご説明いたします。

それではまず、８６ページをごらんください。

施策名、ものづくり産業の振興でございます。

ページ中段にございますⅡ目標指標の欄をごらんください。

指標欄のⅰ経営革新計画承認累計件数について、２５年度の目標値６７８件に対し６８

０件であり、達成率は１００．３％となりました。これは、企業訪問や商工団体等との連

携により、経営革新計画への取り組み促進に努めた結果、目標値を達成したものです。な

お、承認件数は２３年度４８件、２４年度５７件、２５年度５９件と、年々増加傾向にご
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ざいます。本年度直近においても、昨年度を大きく上回っているところです。

過去の計画承認企業にはモバイルクリエイトやグランディーズなどの上場企業もあり、

平成１１年以降の計画承認件数は福岡県に次ぎ九州第２位となっております。引き続き目

標達成に向けて取り組みを進めてまいります。

次に、８８ページをごらんください。

施策名、企業立地の推進でございます。ページ中段にある目標指標の欄をごらんくださ

い。

指標欄のⅰ企業誘致件数について、２５年度の目標値６０件に対し６９件であり、達成

率１１５．０％となりました。

国内景気は緩やかに回復する兆しはあるものの、企業の海外拠点の拡大や、国内工場の

集約化など企業誘致を取り巻く環境は依然として厳しいものがありますが、自動車関連産

業を中心に、そのほか、食品加工や医療関連など幅広い分野において立地が続いており、

目標を達成したものです。これは、本県の強みである産業集積の厚みや市町村との連携に

よる迅速なワンストップサービス、立地企業に対するきめ細かなフォローアップを生かし

た誘致活動に積極的に取り組んだ結果であると考えております。なお、２５年度は２３件

の企業立地があり、４５３人の新規雇用と１４７億円の設備投資に結びつきました。

次に、９０ページをごらんください。

施策名、医療機器関連産業や次代を担う産業の育成でございます。

ページ中段にある目標指標の欄です。

指標欄の医療機器生産額について、２５年度の目標値１，２９０億円に対し９６９億９，

２００万円であり、達成率は７５．２％となりました。

これは、平成２３年に発生したタイでの洪水被害により県内工場に部品の供給ができず、

生産がストップしたことから、国内シェアを他社に奪われたことと、２４年度の薬価改定

により県内の主力製品である人工腎臓等の単価が引き下げられたことなどから目標未達成

となったものです。

なお、川澄化学工業では、シェア回復に向け営業努力を行っており、旭化成メディカル

は、人工腎臓工場を増設するなど、販売ベースでは国内外で堅調な推移を見込んでいると

聞いておりますので、今後回復してくるものではないかと考えております。

次に、９２ページをお開きください。

施策名、地域の特色と強みを生かしたエネルギー政策の展開でございます。

ページ中段にある目標指標の欄です。

指標欄のエコエネルギー導入量について、２５年度の目標値は、原油換算で６１万２千

キロリットルに対し、７０万３，９００キロリットルであり、達成率は１１５．０％と成

果を上げました。

これは、固定価格買取制度の開始など再生可能エネルギーに関する注目が高まる中、太

陽光発電システムなどの導入が進んだ結果、目標値を達成したものです。ただし、個別に

は温泉熱発電、小水力発電、クリーンエネルギー自動車の導入指標が未達成となっており

ます。他方で平成２４年６月にエネルギー企業会を設立し、エネルギー産業への参入促進

を図っており、地場企業による温泉熱発電や小水力発電への挑戦、システム開発も進み始

めております。
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以上で、商工労働部関係の大分県長期総合計画の実施状況について説明を終わります。

小嶋委員長 ありがとうございました。

ただいまの報告について、質疑等はありませんか。

玉田委員 この一覧表を見たら、達成不十分でＢというのと達成不十分でＣというのがあ

るんですね。今のメディカルバレー関係のあれは達成不十分でＢというふうに、ここの４

ページのところの活力の２の（３）で達成不十分でＢというふうになっていますよね。達

成不十分だったけれども、総合評価でＢというふうになったのは、それの理由というのは

どういうことだったんですか。一番最後の、同じように５ページの一番下、分権時代への

対応についても達成不十分でＢというのがあるんで、数字的には達成不十分だけど、何か

総合的に評価したらＢまで上がったということなのかなというふうに思ったんで、その理

由を聞こうと思ったんですけど。

工藤総務企画監 ９０ページをごらんいただきますと、医療機器生産額は確かに７５．２

％で評価が上がるんですけれども、同じくエコアクション２１合計登録件数ですとか、そ

の辺を含めまして、この項目自体で最終的には９１ページの左下にございますＢという、

これは最終的には定量的な評価になりますので、そういう判断でここはＢに。

玉田委員 ということは、合わせ技でＢになったという感じでいいね。はい、わかりまし

た。総合評価ですね。

小嶋委員長 ほかにありませんか。

三浦副委員長 ８８ページ、企業誘致件数、本当に部長含めて部の皆さん、広沢企業立地

課長も中心になって、毎年企業誘致を伸ばしてきていただいておりますので、本当に敬意

を表するところで、ぜひ今年度、２６年度の目標達成に向けて取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

以上です。意見として。

小嶋委員長 そういうことで、今後も頑張ってください。

そのほか。

〔「なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 ほかにないようですので、この際、何かございますか。

〔「なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 特にないですね。ではこれをもちまして商工労働部関係を終わります。

部長を初め執行部の皆さんご苦労さまでした。

〔商工労働部退室、企業局入室〕

小嶋委員長 これより、企業局関係に入ります。

まず、付託案件の審査を行います。

第８７号議案平成２６年度大分県電気事業会計補正予算第１号について、執行部の説明

を求めます。

森本企業局長 議案説明の前に、私のほうから本年度の発電の状況等について報告させて

いただきます。

本年度の水力発電の状況は、４月から５月が小雨でちょっと少なめでしたけども、６月
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以降、雨がずっと降り続きましたので順調に発電しまして、８月末で約１億３，２００万

キロワットアワーということで、３０年平均をもとにした４月から８月の目標電力量に対

して８．７％増、電力量にして１千万キロワットアワーほど多くて、渇水でありました昨

年度と比べますと５，３００万キロワットアワーの増となっております。

水力発電は天候次第でかなり大きな変化が出ます。ただ、水力発電事業にとって重要な

パートナーであります農業用水の井路組合の皆様方は、天候不順のせいで農作物の生産に

支障が出ているということなので、手放しに喜ぶわけにはいきませんが、いずれにしまし

てもこれから台風襲来の本番を迎えますので、職員一同気を引き締めてダムの洪水調整、

発電や、工業用水の浄水場の適切な運営を行ってまいりたいと思います。

よろしくお願いします。以上です。

池﨑工務課長 それでは、企業局関係の補正予算案について、説明いたします。

第８７号議案平成２６年度大分県電気事業会計補正予算第１号についてご説明します。

議案書は９ページから１９ページにかけて提案しておりますけれども、お手元にお配りし

ております、Ａ３横長カラーの平成２６年度大分県電気事業会計補正予算第１号案により

説明させていただきます。

まず、左上から概要でございます。本補正予算案は、北川ダム維持流量放流設備水質対

策工事に係る補正予算及び債務負担行為の設定をお願いするものです。

北川ダム維持流量放流設備の概要でございますけれど、平成２１年３月に期限を迎えま

した北川発電所の水利権の更新時の国土交通省からの許可条件として、北川ダムの下流に

河川環境を改善するための維持流量を放流する設備を新設するものでございます。事業期

間としては平成２３年度から平成２７年度となっております。

恐れ入りますが、資料の中央上部に載せております図１をごらんください。北川ダム維

持流量放流設備の概要図でございます。本設備は、図面の北川ダム提体の左側にお示しし

ております横に長い青色の取水施設から取水をしまして、導水トンネルを経由して、ダム

下流にございます縦長の青色の放流施設より毎秒０．５３４立方メートルの河川維持流量

を放流し、下流域の河川環境を改善するものでございます。

施工状況としましては図１の右下に写真１があります。丸い穴がごらんになれるかと思

います。そこにあります立坑の岩盤掘削を行っている途中でありますけれど、６月から１

０月末までの洪水期は工事をすることができませんので、現在は工事を中断している状態

でございます。

左の概要にお戻りください。本体工事の実施に伴う懸案事項と書いてございます。維持

流量放流設備の施工に当たりましては、立坑の掘削等を行うためにダム湖の水位を下げて

施工を行う必要があります。水位を下げて工事をしておりました昨年、平成２５年４月に

ダム湖上流の堆積土砂が大雨で流されまして、右上の写真③、真ん中を見ますと茶色い水

が見えると思いますけれど、このように大規模な濁水が発生いたしました。

このためダムの上下流に濁水ろ過材の設置等濁水対策を行ってまいりましたが、充分で

はございませんでした。

また、同年１２月には、写真④のように貧酸素水塊の発生によるものと見られる魚のへ

い死が発生したところであります。

維持流量放流設備の工事はダム湖やその直下河川内で作業するために、河川法の許可が
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必要となりますけれど、今年３月末の工事施工許可更新時に、国、市、漁協等の下流域関

係機関からより一層の濁水対策と魚へい死の再発防止対策を強く求められたことから、企

業局内で対策の検討を行ってまいりましたので、今回補正予算及び債務負担行為の設定を

お願いするものでございます。

この対策であります北川ダム維持流量放流設備水質対策工事の内容について説明いたし

ます。左の真ん中にちょっと内容について載っておりますけれど、①、②、③と３点ござ

います。まず１つ目が濁水対策としての、①汚泥防止膜の設置でございます。金額として

は６，５００万円を予定しております。

資料中央右の写真２、ちょうど北川ダムの航空写真があると思います。これをちょっと

ごらんください。ダム湖の中央よりちょっと上に黄色の線を引いております。ダム湖上流

側に大型の汚濁防止膜、延長１５０メートルを設置しまして、下流への濁水流下を防止す

るものです。これまでも濁水対策としましては、ダムの上下流に濁水ろ過材の設置等を行

ってまいりましたけれども、本年３月末の要望を受けまして、より規模の大きな出水に対

しての濁水抑制対策を行うものであります。ちょうど今の黄色の線から赤の矢印で指して

おりますけれども、右上の小さい図２をごらんください。概要がございます。

膜によって濁水を発電用取水口より下へ誘導することで表層の清水層を確保しまして、

取水口への濁水流入を防ぐことで下流域への濁水流下を防ぎたいと考えております。

次に２つ目が、魚のへい死対策としての水質改善装置の設置です。金額としては１，４

００万円を予定しております。

これは、取水口近傍の湖底に有酸素水を送り込む水質改善装置を設置し、水の中に溶け

込んでいる酸素が少ない水の固まり、いわゆる貧酸素水塊の発生を抑制するものです。

先ほどの航空写真の一番下に北川ダムの堤体と書いているのがおわかりになるでしょう

か。これが北川ダムの堤体本体ですけれども、そのダム堤体の両側に赤く囲っている部分

がございます。ここが魚のへい死が確認された箇所でございます。この周辺で貧酸素水塊

が発生したと考えられているために、赤で囲っている箇所の中間地点でございます黄色い

丸の位置、ここに右の図③、また矢印で指しておりますけれど、そこに書いておりますよ

うに、このような水質改善装置を設置いたしまして、湖底の貧酸素層に有酸素水を送り込

むことで酸素が減少している湖底の土壌と水質を改善しまして、貧酸素水塊の発生を抑制

するものでございます。

最後に③水質・底質調査です。金額としましては１，３００万円を予定しております。

これは、汚濁防止膜の設置及び水質改善装置の設置に伴い周辺の水質、底質調査を実施し

まして、水質改善効果の検証を行うものです。

具体的には、実際にどのように改善されたかのフォローアップを行うために溶存酸素量

や水温・濁度、湖底の土壌の状態などの調査を行いまして、濁水の動きや水質改善装置に

よる高濃度酸素水層の広がりを見ることで、効果検証を図りたいと考えております。

続きまして、左下の補正予算額及び債務負担行為をごらんください。

平成２６年度補正予算、第１号の事業費及び債務負担行為を記載しております。

債務負担行為の設定は、資料左下の参考、平成２６年度下半期から平成２７年度上半期

の工事スケジュールに記載しておりますように、対策工事の施工期間が本体工事に合わせ

て、来年度の５月末までとなることから、お願いするものであります。
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金額につきましては総事業費で税込みで９，２００万円、債務負担限度額は２，６００

万円となっております。

以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

小嶋委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。

説明内容等について、質疑はございませんか。

三浦副委員長 ダム湖の水位を下げたことによってこういった事案が発生をしたというこ

とだと思うんですけど、例えば、こういった事案が発生、魚のへい死等を含めて、事前に

確認というか、こういう可能性があるとか、そういうのはなかなか難しい、ダム湖の水位

を下げる際にはこういった事案が発生するかもしれないというのはなかなか予測がつかな

かったということなんですかね。どうなんですかね。

池﨑工務課長 事前に予測がつかなかったかというお話だったと思います。前年度、前々

年度、実は同じように水位を下げて工事をいたしております。昨年は何が違ったかと申し

ますと、ちょうど１０月の末にちょっと降雨があって、北川ダムの水位がかなり高いとこ

ろになってしまって、急激に水位を下げる必要が生じました。と申しますのは、やっぱり

水位を下げないと工事ができないもんですから、そこに向けてぐっと連続で水位を下げて

いったんですね。そういったのが例年と違う水位の運用でございまして、結果的にそうい

った貧酸素の水塊というのを予測し得なかったというのが実は私どもの見込みが悪かった

ところなんですけれども、そういうことで、上の酸素が濃い水を急激に下げてしまって、

下のほうにある酸素が少ない層、そこが取り残された形で水位が下がったところで、その

水塊が魚のへい死につながったということで今考えております。

三浦副委員長 済みません、今、ご答弁いただいて、去年もおととしも魚のへい死が発生

をして、何らかの対応をしたということだったんですか。違うんですか。

池﨑工務課長 いえいえ、違います。昨年は魚のへい死が発生したんですが、その前年度

もその前年度も水位は下げておりましたけど、水位の低下のスピードが遅かったもんです

から、時期もちょっと違って、気温の変化もありまして、その２年度は魚のへい死は発生

しておりませんでしたので、予測はできなかったというのが実情でございます。

三浦副委員長 はい、わかりました。

小嶋委員長 ほかにご質疑もないようですので、これより採決いたします。

第８７号議案について、原案のとおり可決すべきものと決することに、ご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 ご異議がないので、第８７号議案については、原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。

以上で付託案件の審査を終わります。

この際、企業局に関して何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 ほかにないようですので、これをもちまして、企業局関係を終わります。

執行部の皆さん、ご苦労さまでした。

〔企業局退室〕
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小嶋委員長 次に、閉会中の所管事務調査の件について、お諮りいたします。

お手元に配付のとおり、各事項について閉会中、継続調査をいたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 ご異議がないので、所定の手続をとることにいたします。

この際、何かありますか。

〔「なし」と言う者あり〕

小嶋委員長 ないようですので、これをもちまして委員会を終わります。

どうもお疲れさまでした。


